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○
環
境
省
令
第
十
二
号 

自
然
環
境
保
全
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
三
十
一
年
法
律
第
二
十
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
並
び
に
自
然
環

境
保
全
法
（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
八
十
五
号
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
及
び
同
法
を
実
施
す
る
た
め
、
自
然
環
境
保
全

法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

令
和
元
年
十
一
月
一
日 

環
境
大
臣 

小
泉
進
次
郎 

 
 

自
然
環
境
保
全
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令 

自
然
環
境
保
全
法
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
八
年
総
理
府
令
第
六
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る

規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重

傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
当
該
対
象
規
定
全
体
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
も
の
の
よ

う
に
改
め
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
後
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ

を
削
り
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
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新
た
に
追
加
す
る
。 

改 
 
 
 
 
 
 

正 
 
 
 
 
 
 

後 

改 
 
 
 
 
 
 

正 
 
 
 
 
 
 
 

前 

目
次 

目
次 

第
一
章 

原
生
自
然
環
境
保
全
地
域
（
第
一
条
―
第
六
条
） 

第
一
章 

原
生
自
然
環
境
保
全
地
域
（
第
一
条
―
第
六
条
） 

第
二
章 

自
然
環
境
保
全
地
域
（
第
七
条
―
第
三
十
一
条
） 

第
二
章 

自
然
環
境
保
全
地
域
（
第
七
条
―
第
三
十
一
条
） 

第
二
章
の
二 

沖
合
海
底
自
然
環
境
保
全
地
域
（
第
三
十
一
条
の
二
―
第
三

十
一
条
の
八
） 

（
新
規
） 

第
三
章 

雑
則
（
第
三
十
二
条
―
第
三
十
七
条
） 

第
三
章 

雑
則
（
第
三
十
二
条
―
第
三
十
七
条
） 

附
則 

附
則 

第
一
章 

原
生
自
然
環
境
保
全
地
域 

第
一
章 

原
生
自
然
環
境
保
全
地
域 

（
原
生
自
然
環
境
保
全
地
域
に
関
す
る
保
全
事
業
の
執
行
の
協
議
書
） 

（
原
生
自
然
環
境
保
全
地
域
に
関
す
る
保
全
事
業
の
執
行
の
協
議
書
） 

第
一
条 

自
然
環
境
保
全
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
十
六
条
第
二
項
の

規
定
に
よ
る
原
生
自
然
環
境
保
全
地
域
に
関
す
る
保
全
事
業
（
以
下
こ
の
章

に
お
い
て
「
保
全
事
業
」
と
い
う
。
）
の
執
行
の
協
議
の
申
出
は
、
次
に
掲

げ
る
事
項
を
記
載
し
た
協
議
書
を
提
出
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。 

第
一
条 

自
然
環
境
保
全
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
十
六
条
第
二
項
の

規
定
に
よ
る
原
生
自
然
環
境
保
全
地
域
に
関
す
る
保
全
事
業
（
以
下
こ
の
章

に
お
い
て
「
保
全
事
業
」
と
い
う
。
）
の
執
行
の
協
議
の
申
出
は
、
次
の
各

号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
協
議
書
を
提
出
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。 

一
～
七 

（
略
） 

一
～
七 

（
略
） 

２ 

前
項
の
協
議
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
及
び
図
面
を
添
え
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。 

２ 

前
項
の
協
議
書
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
及
び
図
面
を
添
え
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。 

一
～
四 

（
略
） 

一
～
四 

（
略
） 

（
原
生
自
然
環
境
保
全
地
域
内
に
お
け
る
行
為
の
許
可
申
請
書
） 

（
原
生
自
然
環
境
保
全
地
域
内
に
お
け
る
行
為
の
許
可
申
請
書
） 

第
二
条 

法
第
十
七
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
許
可
の
申
請
は
、
次

第
二
条 

法
第
十
七
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
許
可
の
申
請
は
、
次
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に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
提
出
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。 

の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
提
出
し
て
行
う
も
の
と
す
る

。 
一
～
四 

（
略
） 

一
～
四
（
略
） 

五 

行
為
地
及
び
そ
の
付
近
の
状
況 

五 

行
為
地
及
び
そ
の
附
近
の
状
況 

六
・
七 

（
略
） 

六
・
七 

（
略
） 

２ 

前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
図
面
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
図
面
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。 

一 

（
略
） 

一 

（
略
） 

二 

行
為
地
及
び
そ
の
付
近
の
状
況
を
明
ら
か
に
し
た
縮
尺
五
千
分
の
一
以

上
の
概
況
図
及
び
天
然
色
写
真 

二 

行
為
地
及
び
そ
の
附
近
の
状
況
を
明
ら
か
に
し
た
縮
尺
五
千
分
の
一
以

上
の
概
況
図
及
び
天
然
色
写
真 

三 

（
略
） 

三 

（
略
） 

四 

行
為
終
了
後
に
お
け
る
行
為
地
及
び
そ
の
付
近
の
地
形
及
び
植
生
の
復

元
計
画
を
明
ら
か
に
し
た
縮
尺
千
分
の
一
以
上
の
図
面 

四 

行
為
終
了
後
に
お
け
る
行
為
地
及
び
そ
の
附
近
の
地
形
及
び
植
生
の
復

元
計
画
を
明
ら
か
に
し
た
縮
尺
千
分
の
一
以
上
の
図
面 

（
原
生
自
然
環
境
保
全
地
域
内
に
お
け
る
行
為
の
制
限
の
対
象
と
な
ら
な
い

行
為
） 

（
原
生
自
然
環
境
保
全
地
域
内
に
お
け
る
行
為
の
制
限
の
対
象
と
な
ら
な
い

行
為
） 

第
三
条 

法
第
十
七
条
第
五
項
第
二
号
の
環
境
省
令
で
定
め
る
行
為
は
、
次
に

掲
げ
る
も
の
と
す
る
。 

第
三
条 

法
第
十
七
条
第
五
項
第
二
号
の
環
境
省
令
で
定
め
る
行
為
は
、
次
の

各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。 

一
～
三 

（
略
） 

 

一
～
三 

（
略
） 

 

三
の
二 

境
界
標
（
不
動
産
登
記
規
則
（
平
成
十
七
年
法
務
省
令
第
十
八
号

）
第
七
十
七
条
第
一
項
第
九
号
に
規
定
す
る
境
界
標
を
い
う
。
以
下
同
じ

。
）
を
設
置
す
る
こ
と
。 

（
新
規
） 

四 

（
略
） 

四 

（
略
） 
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四
の
二 

特
定
外
来
生
物
に
よ
る
生
態
系
等
に
係
る
被
害
の
防
止
に
関
す
る

法
律
（
平
成
十
六
年
法
律
第
七
十
八
号
）
第
三
章
の
規
定
に
よ
る
同
法
第

二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
外
来
生
物
（
以
下
「
特
定
外
来
生
物
」
と

い
う
。
）
の
防
除
の
た
め
に
カ
メ
ラ
そ
の
他
の
観
測
機
器
又
は
標
識
、
く

い
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
も
の
を
設
置
す
る
こ
と
。 

（
新
規
） 

五
～
七 

（
略
） 

五
～
七 

（
略
） 

七
の
二 

国
又
は
地
方
公
共
団
体
が
法
令
に
基
づ
き
そ
の
任
務
と
さ
れ
て
い

る
遭
難
者
を
救
助
す
る
た
め
の
業
務
を
行
う
た
め
に
必
要
な
範
囲
内
で
木

竹
を
損
傷
す
る
こ
と
。 

（
新
規
） 

八
・
九 

（
略
） 

八
・
九 

（
略
） 

十 

特
定
外
来
生
物
に
よ
る
生
態
系
等
に
係
る
被
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律

第
三
章
の
規
定
に
よ
る
防
除
に
伴
う
特
定
外
来
生
物
の
捕
獲
、
採
取
又
は

殺
処
分
を
行
う
こ
と
。 

十 

特
定
外
来
生
物
に
よ
る
生
態
系
等
に
係
る
被
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律

（
平
成
十
六
年
法
律
第
七
十
八
号
）
第
三
章
の
規
定
に
よ
る
防
除
に
伴
う

特
定
外
来
生
物
の
捕
獲
、
採
取
又
は
殺
処
分
を
行
う
こ
と
。 

十
一
～
十
八 

（
略
） 

十
一
～
十
八 

（
略
） 

（
自
然
保
護
取
締
官
で
あ
る
職
員
の
携
帯
す
る
証
明
書
の
様
式
） 

（
自
然
保
護
取
締
官
で
あ
る
職
員
の
携
帯
す
る
証
明
書
の
様
式
） 

第
四
条 

法
第
十
八
条
第
三
項
（
法
第
三
十
条
又
は
第
三
十
五
条
の
七
に
お
い

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
自
然
保
護
取
締
官
で
あ
る
職

員
の
携
帯
す
る
証
明
書
は
、
様
式
第
一
に
よ
る
。 

第
四
条 

法
第
十
八
条
第
三
項
（
法
第
三
十
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
の
規
定
に
よ
り
自
然
保
護
取
締
官
で
あ
る
職
員
の
携
帯
す
る
証
明
書

は
、
様
式
第
一
に
よ
る
。 

（
立
入
制
限
地
区
内
へ
の
立
入
り
の
制
限
の
対
象
と
な
ら
な
い
行
為
） 
（
立
入
制
限
地
区
内
へ
の
立
入
り
の
制
限
の
対
象
と
な
ら
な
い
行
為
） 

第
五
条 

法
第
十
九
条
第
三
項
第
四
号
の
環
境
省
令
で
定
め
る
行
為
は
、
次
に

掲
げ
る
も
の
と
す
る
。 

第
五
条 
法
第
十
九
条
第
三
項
第
四
号
の
環
境
省
令
で
定
め
る
行
為
は
、
次
の

各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。 

一
～
八 

（
略
） 

一
～
八 

（
略
） 
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（
立
入
制
限
地
区
内
へ
の
立
入
り
の
許
可
申
請
書
） 

（
立
入
制
限
地
区
内
へ
の
立
入
り
の
許
可
申
請
書
） 

第
六
条 

法
第
十
九
条
第
三
項
第
五
号
の
規
定
に
よ
る
許
可
の
申
請
は
、
次
に

掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
提
出
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。 

第
六
条 

法
第
十
九
条
第
三
項
第
五
号
の
規
定
に
よ
る
許
可
の
申
請
は
、
次
の

各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
提
出
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。 

一
～
五 
（
略
） 

一
～
五 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

（
公
聴
会
） 

（
公
聴
会
） 

第
八
条 

環
境
大
臣
は
、
法
第
二
十
二
条
第
六
項
（
同
条
第
七
項
及
び
法
第
二

十
三
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
公
聴

会
を
開
催
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
日
時
、
場
所
及
び
公
聴
会
に
お
い
て
意

見
を
聴
こ
う
と
す
る
案
件
を
公
示
す
る
と
と
も
に
、
当
該
案
件
に
関
し
意
見

を
聴
く
必
要
が
あ
る
と
認
め
た
者
（
以
下
「
公
述
人
」
と
い
う
。
）
に
そ
の

旨
を
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。 

第
八
条 

環
境
大
臣
は
、
法
第
二
十
二
条
第
六
項
（
同
条
第
七
項
及
び
法
第
二

十
三
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
公
聴

会
を
開
催
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
日
時
、
場
所
及
び
公
聴
会
に
お
い
て
意

見
を
き
こ
う
と
す
る
案
件
を
公
示
す
る
と
と
も
に
、
当
該
案
件
に
関
し
意
見

を
き
く
必
要
が
あ
る
と
認
め
た
者
（
以
下
「
公
述
人
」
と
い
う
。
）
に
そ
の

旨
を
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

第
十
条 

公
聴
会
に
お
い
て
は
、
議
長
は
、
ま
ず
公
述
人
の
う
ち
異
議
が
あ
る

旨
の
意
見
書
の
提
出
を
し
た
者
そ
の
他
意
見
を
聴
こ
う
と
す
る
案
件
に
対
し

て
異
議
を
有
す
る
者
に
異
議
の
内
容
及
び
理
由
を
陳
述
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。 

第
十
条 

公
聴
会
に
お
い
て
は
、
議
長
は
、
ま
ず
公
述
人
の
う
ち
異
議
が
あ
る

旨
の
意
見
書
の
提
出
を
し
た
者
そ
の
他
意
見
を
き
こ
う
と
す
る
案
件
に
対
し

て
異
議
を
有
す
る
者
に
異
議
の
内
容
及
び
理
由
を
陳
述
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。 

第
十
二
条 

公
述
人
及
び
発
言
を
許
さ
れ
た
者
の
発
言
は
、
意
見
を
聴
こ
う
と

す
る
案
件
の
範
囲
を
超
え
て
は
な
ら
な
い
。 

第
十
二
条 

公
述
人
及
び
発
言
を
許
さ
れ
た
者
の
発
言
は
、
意
見
を
き
こ
う
と

す
る
案
件
の
範
囲
を
こ
え
て
は
な
ら
な
い
。 

２ 

公
述
人
及
び
発
言
を
許
さ
れ
た
者
が
前
項
の
範
囲
を
超
え
て
発
言
し
、
又

は
不
穏
当
な
言
動
が
あ
つ
た
と
き
は
、
議
長
は
、
そ
の
発
言
を
禁
止
し
、
又

は
退
場
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 
公
述
人
及
び
発
言
を
許
さ
れ
た
者
が
前
項
の
範
囲
を
こ
え
て
発
言
し
、
又

は
不
穏
当
な
言
動
が
あ
つ
た
と
き
は
、
議
長
は
、
そ
の
発
言
を
禁
止
し
、
又

は
退
場
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。 
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（
特
別
地
区
内
の
行
為
の
許
可
基
準
） 

（
特
別
地
区
内
の
行
為
の
許
可
基
準
） 

第
十
七
条 

法
第
二
十
五
条
第
六
項
の
環
境
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の
各

号
に
掲
げ
る
行
為
の
区
分
に
従
い
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
お
り
と
す
る
。 

第
十
七
条 

法
第
二
十
五
条
第
六
項
の
環
境
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の
各

号
に
掲
げ
る
行
為
の
区
分
に
従
い
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
お
り
と
す
る
。 

一 

工
作
物
を
新
築
す
る
こ
と
。 

一 

工
作
物
を
新
築
す
る
こ
と
。 

イ
・
ロ 
（
略
） 

イ
・
ロ 

（
略
） 

ハ 

次
に
掲
げ
る
工
作
物 

ハ 

次
に
掲
げ
る
工
作
物 

当
該
新
築
の
方
法
並
び
に
当
該
工
作
物
の
規
模
及
び
形
態
が
、
新
築

の
行
わ
れ
る
土
地
及
び
そ
の
周
辺
の
土
地
の
区
域
に
お
け
る
自
然
環
境

の
保
全
に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
少
な
い
こ
と
。 

当
該
新
築
の
方
法
並
び
に
当
該
工
作
物
の
規
模
及
び
形
態
が
、
新
築

の
行
わ
れ
る
土
地
及
び
そ
の
周
辺
の
土
地
の
区
域
に
お
け
る
自
然
環
境

の
保
全
に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
少
な
い
こ
と
。 

(イ)
～
(ワ) 

（
略
） 

(イ)
～
(ワ) 

（
略
） 

(カ) 

鉄
道
、
軌
道
若
し
く
は
索
道
の
駅
舎
又
は
自
動
車
若
し
く
は
船
舶

に
よ
る
旅
客
運
送
事
業
の
営
業
所
若
し
く
は
待
合
所
で
あ
る
建
築
物

（
こ
れ
ら
に
付
帯
す
る
建
築
物
を
含
む
。
） 

(カ) 

鉄
道
、
軌
道
若
し
く
は
索
道
の
駅
舎
又
は
自
動
車
若
し
く
は
船
舶

に
よ
る
旅
客
運
送
事
業
の
営
業
所
若
し
く
は
待
合
所
で
あ
る
建
築
物

（
こ
れ
ら
に
附
帯
す
る
建
築
物
を
含
む
。
） 

(ヨ)
～
(テ) 

（
略
） 

(ヨ)
～
(テ) 

（
略
） 

ニ
・
ホ 

（
略
） 

ニ
・
ホ 

（
略
） 

二
～
十
四 

（
略
） 

二
～
十
四 

（
略
） 

（
特
別
地
区
内
に
お
け
る
行
為
の
制
限
の
対
象
と
な
ら
な
い
国
又
は
地
方
公

共
団
体
の
行
為
） 

（
特
別
地
区
内
に
お
け
る
行
為
の
制
限
の
対
象
と
な
ら
な
い
国
又
は
地
方
公

共
団
体
の
行
為
） 

第
十
八
条 

法
第
二
十
五
条
第
十
項
第
三
号
の
環
境
省
令
で
定
め
る
行
為
は
、

次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。 

第
十
八
条 

法
第
二
十
五
条
第
十
項
第
三
号
の
環
境
省
令
で
定
め
る
行
為
は
、

次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。 

一
～
十
二 

（
略
） 

一
～
十
二 
（
略
） 

（
特
別
地
区
内
に
お
け
る
許
可
等
を
要
し
な
い
行
為
） 

（
特
別
地
区
内
に
お
け
る
許
可
等
を
要
し
な
い
行
為
） 
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第
十
九
条 

法
第
二
十
五
条
第
十
項
第
四
号
の
環
境
省
令
で
定
め
る
行
為
は
、

次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。 

第
十
九
条 

法
第
二
十
五
条
第
十
項
第
四
号
の
環
境
省
令
で
定
め
る
行
為
は
、

次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。 

一 
工
作
物
を
新
築
し
、
改
築
し
、
又
は
増
築
す
る
こ
と
で
あ
つ
て
次
に
掲

げ
る
も
の 

一 

工
作
物
を
新
築
し
、
改
築
し
、
又
は
増
築
す
る
こ
と
で
あ
つ
て
次
に
掲

げ
る
も
の 

イ
～
ハ 
（
略
） 

イ
～
ハ 

（
略
） 

ニ 

境
界
標
を
設
置
す
る
こ
と
。 

（
新
規
） 

ホ
～
ヰ 

（
略
） 

ニ
～
ウ 

（
略
） 

 

ノ 

絶
滅
の
お
そ
れ
の
あ
る
野
生
動
植
物
の
種
の
保
存
に
関
す
る
法
律
（

平
成
四
年
法
律
第
七
十
五
号
）
第
四
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
認
定

保
護
増
殖
事
業
等
（
以
下
「
認
定
保
護
増
殖
事
業
等
」
と
い
う
。
）
の

実
施
の
た
め
に
工
作
物
を
設
置
す
る
こ
と
。 

（
新
規
） 

オ 

野
生
鳥
獣
に
よ
る
生
態
系
に
対
す
る
被
害
を
防
ぐ
た
め
に
カ
メ
ラ
そ

の
他
の
観
測
機
器
又
は
標
識
、
く
い
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
も
の
を
設

置
す
る
こ
と
。 

（
新
規
） 

ク 

特
定
外
来
生
物
に
よ
る
生
態
系
等
に
係
る
被
害
の
防
止
に
関
す
る
法

律
第
三
章
の
規
定
に
よ
る
特
定
外
来
生
物
の
防
除
の
た
め
に
カ
メ
ラ
そ

の
他
の
観
測
機
器
又
は
標
識
、
く
い
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
も
の
を
設

置
す
る
こ
と
。 

（
新
規
） 

二
～
四 

（
略
） 
二
～
四 

（
略
） 

五 

木
竹
を
伐
採
す
る
こ
と
で
あ
つ
て
次
に
掲
げ
る
も
の 

五 
木
竹
を
伐
採
す
る
こ
と
で
あ
つ
て
次
に
掲
げ
る
も
の 

イ
～
ホ 

（
略
） 

イ
～
ホ 
（
略
） 

ヘ 

絶
滅
の
お
そ
れ
の
あ
る
野
生
動
植
物
の
種
の
保
存
に
関
す
る
法
律
第

（
新
規
） 
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十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
環
境
大
臣
の
許
可
に
係
る
木
竹
で
あ
つ
て

、
同
法
第
四
条
第
三
項
に
規
定
す
る
国
内
希
少
野
生
動
植
物
種
又
は
同

法
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
緊
急
指
定
種
に
係
る
も
の
（
同
法
第
五

十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
協
議
に
係
る
も
の
を
含
む
。
）
を
伐
採

す
る
こ
と
。 

ト 

認
定
保
護
増
殖
事
業
等
の
実
施
の
た
め
に
木
竹
を
伐
採
す
る
こ
と
。 

（
新
規
） 

チ 

（
略
） 

ヘ 

（
略
） 

六 

（
略
） 

六 

（
略
） 

七 

環
境
大
臣
が
指
定
す
る
区
域
内
に
お
い
て
木
竹
を
損
傷
す
る
こ
と
で
あ

つ
て
次
に
掲
げ
る
も
の 

七 

環
境
大
臣
が
指
定
す
る
区
域
内
に
お
い
て
木
竹
を
損
傷
す
る
こ
と
で
あ

つ
て
次
に
掲
げ
る
も
の 

イ
～
ト 

（
略
） 

イ
～
ト 

（
略
） 

チ 

絶
滅
の
お
そ
れ
の
あ
る
野
生
動
植
物
の
種
の
保
存
に
関
す
る
法
律
第

十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
環
境
大
臣
の
許
可
に
係
る
木
竹
で
あ
つ
て

、
同
法
第
四
条
第
三
項
に
規
定
す
る
国
内
希
少
野
生
動
植
物
種
又
は
同

法
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
緊
急
指
定
種
に
係
る
も
の
（
同
法
第
五

十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
協
議
に
係
る
も
の
を
含
む
。
）
を
損
傷

す
る
こ
と
。 

チ 

絶
滅
の
お
そ
れ
の
あ
る
野
生
動
植
物
の
種
の
保
存
に
関
す
る
法
律
（

平
成
四
年
法
律
第
七
十
五
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
環
境
大

臣
の
許
可
に
係
る
木
竹
で
あ
つ
て
、
同
法
第
四
条
第
三
項
に
規
定
す
る

国
内
希
少
野
生
動
植
物
種
又
は
同
法
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
緊
急

指
定
種
に
係
る
も
の
を
損
傷
す
る
こ
と
。 

リ 

認
定
保
護
増
殖
事
業
等
の
実
施
の
た
め
に
木
竹
を
損
傷
す
る
こ
と
。 

（
新
規
） 

ヌ
～
ワ 

（
略
） 
リ
～
ヲ 

（
略
） 

八
～
十
三 

（
略
） 

八
～
十
三 

（
略
） 

（
野
生
動
植
物
の
捕
獲
等
の
制
限
の
対
象
と
な
ら
な
い
行
為
） 

（
野
生
動
植
物
の
捕
獲
等
の
制
限
の
対
象
と
な
ら
な
い
行
為
） 

第
二
十
一
条 

法
第
二
十
六
条
第
三
項
第
六
号
の
環
境
省
令
で
定
め
る
行
為
は

第
二
十
一
条 
法
第
二
十
六
条
第
三
項
第
六
号
の
環
境
省
令
で
定
め
る
行
為
は
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、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。 

、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。 

一 

第
十
九
条
第
一
号
、
第
五
号
ロ
か
ら
チ
ま
で
、
又
は
第
十
二
号
イ
か
ら

ヘ
ま
で
、
チ
若
し
く
は
リ
に
掲
げ
る
行
為
（
同
条
第
一
号
又
は
第
十
二
号

ハ
に
あ
つ
て
は
、
工
作
物
を
新
築
す
る
こ
と
を
除
く
。
） 

一 

第
十
九
条
第
一
号
、
第
五
号
ロ
か
ら
ヘ
ま
で
、
又
は
第
十
二
号
イ
か
ら

ヘ
ま
で
、
チ
若
し
く
は
リ
に
掲
げ
る
行
為
（
同
条
第
一
号
又
は
第
十
二
号

ハ
に
あ
つ
て
は
、
工
作
物
を
新
築
す
る
こ
と
を
除
く
。
） 

二 

（
略
） 

二
（
略
） 

三 

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
行
為 

三 

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
行
為 

イ
～
ニ 

（
略
） 

イ
～
ニ 

（
略
） 

 

ホ 

絶
滅
の
お
そ
れ
の
あ
る
野
生
動
植
物
の
種
の
保
存
に
関
す
る
法
律
第

十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
環
境
大
臣
の
許
可
に
係
る
行
為
（
同
法
第

五
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
協
議
に
係
る
行
為
を
含
む
。
） 

（
新
規
） 

ヘ 

認
定
保
護
増
殖
事
業
等
の
実
施
の
た
め
の
行
為 

（
新
規
） 

四
（
略
） 

四
（
略
） 

（
海
域
特
別
地
区
内
に
お
け
る
行
為
の
制
限
の
対
象
と
な
ら
な
い
国
又
は
地

方
公
共
団
体
の
行
為
） 

（
海
域
特
別
地
区
内
に
お
け
る
行
為
の
制
限
の
対
象
と
な
ら
な
い
国
又
は
地

方
公
共
団
体
の
行
為
） 

第
二
十
四
条 

法
第
二
十
七
条
第
九
項
第
三
号
の
環
境
省
令
で
定
め
る
行
為
は

、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。 

第
二
十
四
条 

法
第
二
十
七
条
第
九
項
第
三
号
の
環
境
省
令
で
定
め
る
行
為
は

、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。 

一
～
五 

（
略
） 

一
～
五 

（
略
） 

（
海
域
特
別
地
区
内
に
お
け
る
許
可
等
を
要
し
な
い
行
為
） 

（
海
域
特
別
地
区
内
に
お
け
る
許
可
等
を
要
し
な
い
行
為
） 

第
二
十
五
条 

法
第
二
十
七
条
第
九
項
第
四
号
の
環
境
省
令
で
定
め
る
行
為
は

、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。 

第
二
十
五
条 

法
第
二
十
七
条
第
九
項
第
四
号
の
環
境
省
令
で
定
め
る
行
為
は

、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。 

一
～
四 

（
略
） 

一
～
四 
（
略
） 

四
の
二 

認
定
保
護
増
殖
事
業
等
の
実
施
の
た
め
に
工
作
物
を
設
置
す
る
こ

（
新
規
） 
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と
。 

四
の
三 

特
定
外
来
生
物
に
よ
る
生
態
系
等
に
係
る
被
害
の
防
止
に
関
す
る

法
律
第
三
章
の
規
定
に
よ
る
特
定
外
来
生
物
の
防
除
の
た
め
に
カ
メ
ラ
そ

の
他
の
観
測
機
器
又
は
標
識
、
く
い
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
も
の
を
設
置

す
る
こ
と
。 

（
新
規
） 

五
～
二
十 

（
略
） 

五
～
二
十 

（
略
） 

二
十
一 

美
し
く
豊
か
な
自
然
を
保
護
す
る
た
め
の
海
岸
に
お
け
る
良
好
な

景
観
及
び
環
境
並
び
に
海
洋
環
境
の
保
全
に
係
る
海
岸
漂
着
物
等
の
処
理

等
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
一
年
法
律
第
八
十
二
号
）
第
二
条

第
二
項
に
規
定
す
る
海
岸
漂
着
物
等
及
び
海
域
に
お
け
る
ご
み
そ
の
他
の

汚
物
又
は
不
要
物
の
収
集
又
は
運
搬
を
行
う
た
め
に
動
力
船
を
使
用
す
る

こ
と
。 

二
十
一 

美
し
く
豊
か
な
自
然
を
保
護
す
る
た
め
の
海
岸
に
お
け
る
良
好
な

景
観
及
び
環
境
の
保
全
に
係
る
海
岸
漂
着
物
等
の
処
理
等
の
推
進
に
関
す

る
法
律
（
平
成
二
十
一
年
法
律
第
八
十
二
号
）
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す

る
海
岸
漂
着
物
等
及
び
海
域
に
お
け
る
ご
み
そ
の
他
の
汚
物
又
は
不
要
物

の
収
集
又
は
運
搬
を
行
う
た
め
に
動
力
船
を
使
用
す
る
こ
と
。 

二
十
二
～
二
十
七 

（
略
） 

二
十
二
～
二
十
七 

（
略
） 

（
普
通
地
区
内
に
お
け
る
行
為
の
届
出
書
） 

（
普
通
地
区
内
に
お
け
る
行
為
の
届
出
書
） 

第
二
十
六
条 

（
略
） 

第
二
十
六
条 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

３ 

法
第
二
十
八
条
第
一
項
の
環
境
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
行
為
者
の
住
所

及
び
氏
名
（
法
人
に
あ
つ
て
は
、
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
及
び
名
称
並
び

に
代
表
者
の
氏
名
）
、
行
為
の
目
的
、
行
為
地
及
び
そ
の
付
近
の
状
況
並
び

に
行
為
の
完
了
予
定
日
と
す
る
。 

３ 

法
第
二
十
八
条
第
一
項
の
環
境
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
行
為
者
の
住
所

及
び
氏
名
（
法
人
に
あ
つ
て
は
、
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
及
び
名
称
並
び

に
代
表
者
の
氏
名
）
、
行
為
の
目
的
、
行
為
地
及
び
そ
の
附
近
の
状
況
並
び

に
行
為
の
完
了
予
定
日
と
す
る
。 

（
普
通
地
区
内
に
お
け
る
届
出
等
を
要
し
な
い
行
為
） 

（
普
通
地
区
内
に
お
け
る
届
出
等
を
要
し
な
い
行
為
） 

第
二
十
九
条 

法
第
二
十
八
条
第
六
項
第
五
号
の
環
境
省
令
で
定
め
る
行
為
は

第
二
十
九
条 
法
第
二
十
八
条
第
六
項
第
五
号
の
環
境
省
令
で
定
め
る
行
為
は
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、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。 

、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。 

一 

工
作
物
を
新
築
し
、
改
築
し
、
又
は
増
築
す
る
こ
と
で
あ
つ
て
次
に
掲

げ
る
も
の 

一 

工
作
物
を
新
築
し
、
改
築
し
、
又
は
増
築
す
る
こ
と
で
あ
つ
て
次
に
掲

げ
る
も
の 

イ 
第
十
九
条
第
一
号
に
掲
げ
る
も
の
（
同
号
ネ
、
ム
及
び
ウ
に
掲
げ
る

も
の
を
除
く
。
） 

イ 

第
十
九
条
第
一
号
に
掲
げ
る
も
の
（
同
号
ツ
、
ラ
及
び
ム
に
掲
げ
る

も
の
を
除
く
。
） 

ロ
～
ホ 

（
略
） 

ロ
～
ホ 

（
略
） 

二
～
七 

（
略
） 

二
～
七 

（
略
） 

（
証
明
書
の
様
式
） 

（
証
明
書
の
様
式
） 

第
三
十
条 

法
第
二
十
九
条
第
二
項
（
法
第
三
十
五
条
の
六
第
二
項
に
お
い
て

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
法
第
三
十
一
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
当

該
職
員
の
携
帯
す
る
証
明
書
は
、
様
式
第
二
又
は
様
式
第
三
に
よ
る
。 

第
三
十
条 

法
第
二
十
九
条
第
二
項
又
は
第
三
十
一
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り

当
該
職
員
の
携
帯
す
る
証
明
書
は
、
様
式
第
二
又
は
様
式
第
三
に
よ
る
。 

（
生
態
系
維
持
回
復
事
業
の
確
認
又
は
認
定
の
申
請
） 

（
生
態
系
維
持
回
復
事
業
の
確
認
又
は
認
定
の
申
請
） 

第
三
十
条
の
四 

（
略
） 

第
三
十
条
の
四 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

３ 

法
第
三
十
条
の
三
第
五
項
に
規
定
す
る
環
境
省
令
で
定
め
る
書
類
は
、
次

に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。 

３ 

法
第
三
十
条
の
三
第
五
項
に
規
定
す
る
環
境
省
令
で
定
め
る
書
類
は
、
次

の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。 

一
・
二 

（
略
） 

一
・
二 

（
略
） 

４ 

（
略
） 
４ 

（
略
） 

（
生
態
系
維
持
回
復
事
業
の
内
容
の
変
更
の
確
認
又
は
認
定
の
申
請
） 
（
生
態
系
維
持
回
復
事
業
の
内
容
の
変
更
の
確
認
又
は
認
定
の
申
請
） 

第
三
十
条
の
六 

法
第
三
十
条
の
三
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
変
更
の
確
認
又
は

認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を

環
境
大
臣
に
提
出
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。 

第
三
十
条
の
六 

法
第
三
十
条
の
三
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
変
更
の
確
認
又
は

認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申

請
書
を
環
境
大
臣
に
提
出
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。 
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一
～
三 

（
略
） 

一
～
三 

（
略
） 

（
補
償
請
求
書
） 

（
補
償
請
求
書
） 

第
三
十
一
条 

法
第
三
十
三
条
第
二
項
（
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場

合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
補
償
の
請
求
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載

し
た
請
求
書
を
提
出
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。 

第
三
十
一
条 

法
第
三
十
三
条
第
二
項
（
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場

合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
補
償
の
請
求
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項

を
記
載
し
た
請
求
書
を
提
出
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。 

一
～
三 

（
略
） 

一
～
三 

（
略
） 

第
二
章
の
二 

沖
合
海
底
自
然
環
境
保
全
地
域 

（
新
規
） 

（
沖
合
海
底
自
然
環
境
保
全
地
域
の
指
定
等
の
案
の
公
告
） 

 

第
三
十
一
条
の
二 

第
七
条
第
一
項
の
規
定
は
、
法
第
三
十
五
条
の
二
第
四
項

（
同
条
第
七
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
公
告

に
つ
い
て
、
第
七
条
第
二
項
の
規
定
は
、
法
第
三
十
五
条
の
三
第
三
項
に
お

い
て
準
用
す
る
法
第
三
十
五
条
の
二
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
公
告
に
つ
い
て

、
そ
れ
ぞ
れ
準
用
す
る
。 

（
新
規
） 

（
公
聴
会
） 

 

第
三
十
一
条
の
三 

第
八
条
か
ら
第
十
四
条
ま
で
の
規
定
は
、
法
第
三
十
五
条

の
二
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
公
聴
会
に
つ
い
て
準
用
す
る
。 

（
新
規
） 

（
沖
合
海
底
特
別
地
区
内
に
お
け
る
特
定
行
為
の
許
可
申
請
書
） 

 

第
三
十
一
条
の
四 

法
第
三
十
五
条
の
四
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
の
申
請

は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
提
出
し
て
行
う
も
の
と
す
る

。 

（
新
規
） 

一 

申
請
者
の
住
所
及
び
氏
名
（
法
人
に
あ
つ
て
は
、
主
た
る
事
務
所
の
所

在
地
及
び
名
称
並
び
に
代
表
者
の
氏
名
） 

（
新
規
） 



  

13 

二 

特
定
行
為
の
種
類 

（
新
規
） 

三 

特
定
行
為
の
目
的 

（
新
規
） 

四 
特
定
行
為
の
実
施
場
所 

（
新
規
） 

五 

特
定
行
為
の
実
施
場
所
及
び
そ
の
付
近
の
状
況 

（
新
規
） 

六 

特
定
行
為
の
施
行
方
法 

（
新
規
） 

七 

特
定
行
為
の
着
手
及
び
完
了
の
予
定
日 

（
新
規
） 

八 

特
定
行
為
の
自
然
環
境
に
及
ぼ
す
影
響 

（
新
規
） 

九 

特
定
行
為
を
行
う
海
底
の
区
域
及
び
そ
の
周
辺
の
海
域
に
お
け
る
当
該

特
定
行
為
の
自
然
環
境
に
及
ぼ
す
影
響
の
監
視
に
関
す
る
計
画
（
鉱
物
の

掘
採
を
行
う
場
合
に
限
る
。
） 

（
新
規
） 

２ 

前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
図
面
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
新
規
） 

一 

特
定
行
為
の
実
施
場
所
を
明
ら
か
に
し
た
図
面 

（
新
規
） 

二 

特
定
行
為
の
実
施
場
所
及
び
そ
の
付
近
の
状
況
を
明
ら
か
に
し
た
概
況

図
及
び
写
真
（
鉱
物
の
採
掘
を
行
う
場
合
に
限
る
。
） 

（
新
規
） 

三 

特
定
行
為
の
施
行
方
法
を
明
ら
か
に
し
た
平
面
図
、
立
面
図
、
断
面
図

及
び
構
造
図 

（
新
規
） 

四 

特
定
行
為
に
用
い
る
船
舶
の
外
観
を
明
ら
か
に
し
た
写
真 

（
新
規
） 

（
沖
合
海
底
特
別
地
区
内
の
特
定
行
為
の
許
可
基
準
） 

 

第
三
十
一
条
の
五 

法
第
三
十
五
条
の
四
第
五
項
の
環
境
省
令
で
定
め
る
基
準

は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
特
定
行
為
の
区
分
に
従
い
、
当
該
各
号
に
定
め
る

と
お
り
と
す
る
。 

（
新
規
） 

一 

鉱
物
を
掘
採
す
る
こ
と
。 

（
新
規
） 



  

14 

当
該
特
定
行
為
が
鉱
物
の
試
掘
で
あ
つ
て
、
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す

る
こ
と
。 

イ 
申
請
に
係
る
場
所
以
外
の
場
所
に
お
い
て
は
そ
の
目
的
を
達
成
す
る

こ
と
が
で
き
な
い
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
。 

（
新
規
） 

ロ 

当
該
特
定
行
為
を
行
う
者
が
、
当
該
特
定
行
為
の
自
然
環
境
に
及
ぼ

す
影
響
の
監
視
を
継
続
的
に
実
施
で
き
る
と
認
め
ら
れ
る
計
画
を
有

す
る
こ
と
。 

（
新
規
） 

ハ 

当
該
特
定
行
為
に
伴
う
海
底
の
形
質
の
変
更
が
、
行
為
を
行
う
海
底

の
区
域
及
び
そ
の
周
辺
の
海
域
に
お
け
る
自
然
環
境
の
保
全
に
支
障
を

及
ぼ
す
お
そ
れ
が
少
な
い
こ
と
。 

（
新
規
） 

二 

鉱
物
の
探
査
を
行
う
こ
と
で
あ
つ
て
環
境
大
臣
が
経
済
産
業
大
臣
の
同

意
を
得
て
定
め
る
方
法
に
よ
る
も
の 

当
該
特
定
行
為
に
伴
う
海
底
の
形
質
の
変
更
が
、
行
為
を
行
う
海
底
の

区
域
及
び
そ
の
周
辺
の
海
域
に
お
け
る
自
然
環
境
の
保
全
に
支
障
を
及
ぼ

す
お
そ
れ
が
少
な
い
こ
と
。 

（
新
規
） 

三 

海
底
に
生
息
し
、
又
は
生
育
す
る
動
植
物
を
捕
獲
し
、
又
は
採
取
す
る

こ
と
で
あ
つ
て
環
境
大
臣
が
農
林
水
産
大
臣
の
同
意
を
得
て
定
め
る
方
法

に
よ
る
も
の 

申
請
に
係
る
場
所
以
外
の
場
所
に
お
い
て
は
そ
の
目
的
を
達
成
す
る
こ

と
が
で
き
な
い
と
認
め
ら
れ
、
か
つ
、
当
該
特
定
行
為
に
伴
う
海
底
の
形

質
の
変
更
が
、
行
為
を
行
う
海
底
の
区
域
及
び
そ
の
周
辺
の
海
域
に
お
け

る
自
然
環
境
の
保
全
に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
少
な
い
こ
と
。 

（
新
規
） 
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（
沖
合
海
底
特
別
地
区
内
に
お
け
る
許
可
等
を
要
し
な
い
特
定
行
為
） 

 
第
三
十
一
条
の
六 

法
第
三
十
五
条
の
四
第
八
項
の
環
境
省
令
で
定
め
る
特
定

行
為
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。 

（
新
規
） 

一 

沖
合
海
底
特
別
地
区
外
か
ら
掘
さ
く
し
て
当
該
沖
合
海
底
特
別
地
区
内

の
海
底
下
に
至
る
鉱
物
の
掘
採
の
た
め
の
試
す
い
を
行
う
こ
と
（
た
だ
し

、
沖
合
海
底
自
然
環
境
保
全
地
域
の
区
域
の
う
ち
沖
合
海
底
特
別
地
区
に

含
ま
れ
な
い
区
域
か
ら
掘
さ
く
す
る
場
合
は
、
法
第
三
十
五
条
の
五
第
一

項
に
基
づ
き
届
け
出
た
も
の
に
限
る
。
）
。 

（
新
規
） 

二 

漁
業
法
第
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
資
源
調
査
と
し
て
行
う
法
第
三
十

五
条
の
四
第
三
項
第
三
号
に
掲
げ
る
行
為
（
あ
ら
か
じ
め
、
環
境
大
臣
に

通
知
し
た
も
の
（
国
立
研
究
開
発
法
人
（
独
立
行
政
法
人
通
則
法
（
平
成

十
一
年
法
律
第
百
三
号
）
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
国
立
研
究
開
発
法

人
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
あ
つ
て
は
、
環
境
大
臣
に
届
け
出
た
も
の

）
に
限
る
。
） 

（
新
規
） 

三 

水
産
に
関
す
る
学
科
を
置
く
学
校
教
育
法
第
一
条
に
規
定
す
る
高
等
学

校
（
以
下
「
高
等
学
校
」
と
い
う
。
）
に
お
け
る
教
育
と
し
て
行
う
法
第

三
十
五
条
の
四
第
三
項
第
三
号
に
掲
げ
る
行
為
（
あ
ら
か
じ
め
、
環
境
大

臣
に
通
知
し
た
も
の
に
限
る
。
） 

（
新
規
） 

四 

国
又
は
地
方
公
共
団
体
の
試
験
研
究
機
関
が
、
試
験
研
究
の
た
め
に
行

う
特
定
行
為
（
あ
ら
か
じ
め
、
環
境
大
臣
に
通
知
し
た
も
の
に
限
る
。
） 

（
新
規
） 

五 

国
立
研
究
開
発
法
人
が
試
験
、
研
究
又
は
開
発
（
以
下
「
研
究
開
発
」

と
い
う
。
）
の
た
め
に
行
う
特
定
行
為
（
あ
ら
か
じ
め
、
環
境
大
臣
に
届

（
新
規
） 
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け
出
た
も
の
に
限
る
。
） 

六 

学
校
教
育
法
第
一
条
に
規
定
す
る
大
学
の
農
水
産
系
若
し
く
は
理
工
系

の
学
部
又
は
研
究
所
等
に
お
け
る
教
育
又
は
学
術
研
究
と
し
て
行
う
特
定

行
為
（
あ
ら
か
じ
め
、
環
境
大
臣
に
届
け
出
た
も
の
（
公
立
の
大
学
に
あ

つ
て
は
、
環
境
大
臣
に
通
知
し
た
も
の
）
に
限
る
。
） 

（
新
規
） 

七 

法
令
又
は
こ
れ
に
基
づ
く
処
分
に
よ
る
義
務
の
履
行
と
し
て
行
う
行
為 

（
新
規
） 

八 

前
各
号
に
掲
げ
る
行
為
に
付
帯
す
る
行
為 

（
新
規
） 

（
沖
合
海
底
自
然
環
境
保
全
地
域
の
区
域
の
う
ち
沖
合
海
底
特
別
地
区
に
含

ま
れ
な
い
区
域
内
に
お
け
る
特
定
行
為
の
届
出
書
） 

 

第
三
十
一
条
の
七 

法
第
三
十
五
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
特

定
行
為
の
種
類
、
場
所
、
施
行
方
法
、
着
手
予
定
日
及
び
第
三
項
に
規
定
す

る
事
項
を
記
載
し
た
届
出
書
を
提
出
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。 

（
新
規
） 

２ 

前
項
の
届
出
書
に
は
、
第
三
十
一
条
の
四
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
図
面
を

添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
新
規
） 

３ 

法
第
三
十
五
条
の
五
第
一
項
の
環
境
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
特
定
行
為

を
し
よ
う
と
す
る
者
の
住
所
及
び
氏
名
（
法
人
に
あ
つ
て
は
、
主
た
る
事
務

所
の
所
在
地
及
び
名
称
並
び
に
代
表
者
の
氏
名
）
、
特
定
行
為
の
目
的
、
特

定
行
為
の
実
施
場
所
及
び
そ
の
付
近
の
状
況
、
特
定
行
為
の
完
了
予
定
日
、

特
定
行
為
の
自
然
環
境
に
及
ぼ
す
影
響
（
鉱
物
の
掘
採
を
行
う
場
合
に
限
る

。
）
並
び
に
特
定
行
為
を
行
う
海
底
の
区
域
及
び
そ
の
周
辺
の
海
域
に
お
け

る
当
該
特
定
行
為
の
自
然
環
境
に
及
ぼ
す
影
響
の
監
視
に
関
す
る
計
画
（
鉱

物
の
採
掘
を
行
う
場
合
に
限
る
。
）
と
す
る
。 

（
新
規
） 
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（
沖
合
海
底
自
然
環
境
保
全
地
域
の
区
域
の
う
ち
沖
合
海
底
特
別
地
区
に
含

ま
れ
な
い
区
域
内
に
お
け
る
届
出
等
を
要
し
な
い
特
定
行
為
） 

 
第
三
十
一
条
の
八 

法
第
三
十
五
条
の
五
第
五
項
第
一
号
の
環
境
省
令
で
定
め

る
特
定
行
為
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。 

（
新
規
） 

一 

沖
合
海
底
自
然
環
境
保
全
地
域
の
区
域
外
か
ら
掘
さ
く
し
て
当
該
沖
合

海
底
自
然
環
境
保
全
地
域
の
区
域
内
の
海
底
下
に
至
る
鉱
物
の
掘
採
の
た

め
の
試
す
い
を
行
う
こ
と
。 

（
新
規
） 

二 

漁
業
法
第
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
資
源
調
査
と
し
て
行
う
法
第
三
十

五
条
の
四
第
三
項
第
三
号
に
掲
げ
る
行
為 

（
新
規
） 

三 

水
産
に
関
す
る
学
科
を
置
く
高
等
学
校
に
お
け
る
教
育
と
し
て
行
う
法

第
三
十
五
条
の
四
第
三
項
第
三
号
に
掲
げ
る
行
為 

（
新
規
） 

四 

国
又
は
地
方
公
共
団
体
の
試
験
研
究
機
関
が
、
試
験
研
究
の
た
め
に
行

う
特
定
行
為 

（
新
規
） 

五 

国
立
研
究
開
発
法
人
が
研
究
開
発
の
た
め
に
行
う
特
定
行
為 

（
新
規
） 

六 

学
校
教
育
法
第
一
条
に
規
定
す
る
大
学
の
農
水
産
系
若
し
く
は
理
工
系

の
学
部
又
は
研
究
所
等
に
お
け
る
教
育
又
は
学
術
研
究
と
し
て
行
う
特
定

行
為 

（
新
規
） 

七 

法
令
又
は
こ
れ
に
基
づ
く
処
分
に
よ
る
義
務
の
履
行
と
し
て
行
う
行
為 

（
新
規
） 

八 

前
各
号
に
掲
げ
る
行
為
に
付
帯
す
る
行
為 
（
新
規
） 

（
非
常
災
害
の
応
急
措
置
と
し
て
行
つ
た
行
為
等
の
届
出
書
） 

（
非
常
災
害
の
応
急
措
置
と
し
て
行
つ
た
行
為
等
の
届
出
書
） 

第
三
十
三
条 

法
第
十
七
条
第
三
項
、
第
二
十
五
条
第
七
項
若
し
く
は
第
九
項

又
は
第
二
十
七
条
第
六
項
若
し
く
は
第
八
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
次
に

第
三
十
三
条 
法
第
十
七
条
第
三
項
、
第
二
十
五
条
第
七
項
若
し
く
は
第
九
項

又
は
第
二
十
七
条
第
六
項
若
し
く
は
第
八
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
次
の
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掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
出
書
を
提
出
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。 

各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
出
書
を
提
出
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。 

一
～
六 

（
略
） 

一
～
六 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

（
協
議
書
、
許
可
の
申
請
書
又
は
届
出
書
の
添
付
図
書
の
省
略
等
） 

（
協
議
書
、
許
可
の
申
請
書
又
は
届
出
書
の
添
付
図
書
の
省
略
等
） 

第
三
十
四
条 
法
第
十
六
条
第
二
項
若
し
く
は
第
二
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に

よ
る
協
議
を
し
た
行
為
、
法
第
十
七
条
第
一
項
た
だ
し
書
、
第
十
九
条
第
三

項
第
五
号
、
第
二
十
五
条
第
四
項
、
第
二
十
六
条
第
三
項
第
七
号
、
第
二
十

七
条
第
三
項
若
し
く
は
第
三
十
五
条
の
四
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
受

け
た
行
為
又
は
法
第
二
十
八
条
第
一
項
若
し
く
は
第
三
十
五
条
の
五
第
一
項

の
規
定
に
よ
る
届
出
を
了
し
た
行
為
の
変
更
に
係
る
協
議
の
申
出
、
許
可
の

申
請
又
は
届
出
に
あ
つ
て
は
、
第
一
条
第
二
項
（
第
十
五
条
に
お
い
て
準
用

す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
二
条
第
二
項
（
第
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る

場
合
を
含
む
。
）
、
第
六
条
第
二
項
、
第
二
十
二
条
第
二
項
、
第
二
十
六
条

第
二
項
、
第
三
十
一
条
の
四
第
二
項
又
は
第
三
十
一
条
の
七
第
二
項
の
規
定

に
よ
り
協
議
書
、
申
請
書
又
は
届
出
書
に
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
書
類
及

び
図
面
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
添
付
図
書
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
、
そ

の
変
更
に
関
す
る
事
項
を
明
ら
か
に
し
た
も
の
を
添
え
れ
ば
足
り
る
。 

第
三
十
四
条 

法
第
十
六
条
第
二
項
若
し
く
は
第
二
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に

よ
る
協
議
を
し
た
行
為
、
法
第
十
七
条
第
一
項
た
だ
し
書
、
第
十
九
条
第
三

項
第
五
号
、
第
二
十
五
条
第
四
項
、
第
二
十
六
条
第
三
項
第
七
号
若
し
く
は

第
二
十
七
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
受
け
た
行
為
又
は
法
第
二
十
八

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
了
し
た
行
為
の
変
更
に
係
る
協
議
の
申
出

、
許
可
の
申
請
又
は
届
出
に
あ
つ
て
は
、
第
一
条
第
二
項
（
第
十
五
条
に
お

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
二
条
第
二
項
（
第
十
六
条
に
お
い
て

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
六
条
第
二
項
、
第
二
十
二
条
第
二
項
又
は

第
二
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
協
議
書
、
申
請
書
又
は
届
出
書
に
添
え

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
書
類
及
び
図
面
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
添
付
図
書

」
と
い
う
。
）
の
う
ち
、
そ
の
変
更
に
関
す
る
事
項
を
明
ら
か
に
し
た
も
の

を
添
え
れ
ば
足
り
る
。 

２ 

（
略
） 
２ 

（
略
） 

３ 

第
一
項
に
該
当
す
る
も
の
の
ほ
か
、
法
第
十
六
条
第
二
項
若
し
く
は
第
二

十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
協
議
の
申
出
、
法
第
十
七
条
第
一
項
た
だ
し

書
、
第
十
九
条
第
三
項
第
五
号
、
第
二
十
五
条
第
四
項
、
第
二
十
六
条
第
三

項
第
七
号
、
第
二
十
七
条
第
三
項
若
し
く
は
第
三
十
五
条
の
四
第
三
項
の
規

３ 
第
一
項
に
該
当
す
る
も
の
の
ほ
か
、
法
第
十
六
条
第
二
項
若
し
く
は
第
二

十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
協
議
の
申
出
、
法
第
十
七
条
第
一
項
た
だ
し

書
、
第
十
九
条
第
三
項
第
五
号
、
第
二
十
五
条
第
四
項
、
第
二
十
六
条
第
三

項
第
七
号
若
し
く
は
第
二
十
七
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
の
申
請
又
は
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定
に
よ
る
許
可
の
申
請
又
は
法
第
二
十
五
条
第
九
項
、
第
二
十
七
条
第
八
項

、
第
二
十
八
条
第
一
項
、
第
三
十
五
条
の
四
第
七
項
若
し
く
は
第
三
十
五
条

の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
に
係
る
行
為
が
、
軽
易
な
も
の
で
あ
る
こ

と
そ
の
他
の
理
由
に
よ
り
添
付
図
書
の
全
部
を
添
え
る
必
要
が
な
い
と
認
め

ら
れ
る
と
き
は
、
当
該
添
付
図
書
の
一
部
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

法
第
二
十
五
条
第
九
項
、
第
二
十
七
条
第
八
項
若
し
く
は
第
二
十
八
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
る
届
出
に
係
る
行
為
が
、
軽
易
な
も
の
で
あ
る
こ
と
そ
の
他

の
理
由
に
よ
り
添
付
図
書
の
全
部
を
添
え
る
必
要
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と

き
は
、
当
該
添
付
図
書
の
一
部
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

（
教
育
又
は
学
術
研
究
と
し
て
行
う
鉱
物
の
掘
採
等
の
届
出
書
） 

（
教
育
又
は
学
術
研
究
と
し
て
行
う
鉱
物
の
掘
採
等
の
届
出
書
） 

第
三
十
五
条 

第
十
九
条
第
三
号
ニ
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
次
に
掲
げ
る
事

項
を
記
載
し
た
届
出
書
を
提
出
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。 

第
三
十
五
条 

第
十
九
条
第
三
号
ニ
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
次
の
各
号
に
掲

げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
出
書
を
提
出
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。 

一
～
四 

（
略
） 

一
～
四 

（
略
） 

五 

行
為
地
及
び
そ
の
付
近
の
状
況 

五 

行
為
地
及
び
そ
の
附
近
の
状
況 

六
・
七 

（
略
） 

六
・
七 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

（
教
育
、
学
術
研
究
又
は
研
究
開
発
と
し
て
行
う
特
定
行
為
の
届
出
書
） 

 

第
三
十
六
条
の
二 

第
三
十
五
条
の
規
定
は
、
第
三
十
一
条
の
六
第
五
号
及
び

第
六
号
の
規
定
に
よ
る
届
出
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

第
三
十
五
条
第
一
項
第
二
号
中
「
掘
採
す
る
鉱
物
又
は
採
取
す
る
土
石
の
種

類
及
び
数
量
」
と
あ
る
の
は
「
特
定
行
為
の
種
類
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「

位
置
図
及
び
掘
採
し
、
又
は
採
取
す
る
範
囲
そ
の
他
行
為
の
方
法
を
明
ら
か

に
し
た
図
面
」
と
あ
る
の
は
「
特
定
行
為
の
実
施
場
所
及
び
施
行
方
法
を
明

ら
か
に
し
た
図
面
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

（
新
規
） 

（
権
限
の
委
任
） 

（
権
限
の
委
任
） 

第
三
十
七
条 

法
及
び
こ
の
省
令
に
規
定
す
る
環
境
大
臣
の
権
限
の
う
ち
、
次

第
三
十
七
条 
法
及
び
こ
の
省
令
に
規
定
す
る
環
境
大
臣
の
権
限
の
う
ち
、
次
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に
掲
げ
る
も
の
は
、
地
方
環
境
事
務
所
長
に
委
任
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
号

、
第
九
号
、
第
十
号
（
法
第
三
十
条
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
法
第

十
八
条
第
一
項
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
及
び
第
十
四
号
の
二
に
掲
げ
る
権

限
に
つ
い
て
は
、
環
境
大
臣
が
自
ら
行
う
こ
と
を
妨
げ
な
い
。 

に
掲
げ
る
も
の
は
、
地
方
環
境
事
務
所
長
に
委
任
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
号

、
第
九
号
及
び
第
十
号
（
法
第
三
十
条
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
法

第
十
八
条
第
一
項
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
に
掲
げ
る
権
限
に
つ
い
て
は
、

環
境
大
臣
が
自
ら
行
う
こ
と
を
妨
げ
な
い
。 

一
～
十
四 
（
略
） 

一
～
十
四 

（
略
） 

十
四
の
二 

法
第
三
十
五
条
の
六
第
一
項
に
規
定
す
る
権
限 

（
新
規
） 

十
五
～
十
九 

（
略
） 

十
五
～
十
九 

（
略
） 
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附 

則 

（
施
行
期
日
） 

第
一
条 

こ
の
省
令
は
、
自
然
環
境
保
全
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
令
和
二
年
四
月
一
日
）
か
ら
施

行
す
る
。
た
だ
し
、
第
三
十
一
条
の
六
第
二
号
及
び
第
三
十
一
条
の
八
第
二
号
の
改
正
規
定
は
、
漁
業
法
等
の
一
部
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を
改
正
す
る
等
の
法
律
（
平
成
三
十
年
法
律
第
九
十
五
号
）
の
施
行
の
日
又
は
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
の
い
ず
れ
か

遅
い
日
か
ら
施
行
す
る
。 

（
様
式
に
関
す
る
経
過
措
置
） 

第
二
条 

こ
の
省
令
の
施
行
前
に
交
付
さ
れ
た
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
自
然
環
境
保
全
法
施
行
規
則
様
式
第
一
、

様
式
第
二
及
び
様
式
第
三
は
、
そ
の
有
効
期
間
内
に
お
い
て
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
自
然
環
境
保
全
法
施

行
規
則
の
規
定
に
よ
る
証
明
書
と
み
な
す
。 


